
四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託仕様書 

 

１ 目的 

本業務は、四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（第 10 期計画：令和９年度～11

年度）を策定することを目的とする。 

なお、第 10期四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画は、共生社会の実現を推進す

るための認知症基本法（令和５年法律第六十五号）第 13条に規定する市町村認知症施策推進計画

を包含するものとする。 

 

２ 概要 

⑴ 委託業務名 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託 

⑵ 委 託 期 間 契約日の翌日から令和９年３月 31 日まで。 

 

３ 方針 

国や県の動向の調査を行うとともに、市民意識調査や意見交換会により現況と課題を整理し、

保健福祉審議会等の意見を踏まえた計画を作成するものとする。 

 

４ 業務指示及び監督 

本業務受託者は、業務を遂行するにあたり、四街道市（以下「委託者」という。）の意図及び目

的を十分理解したうえで、適切なスタッフ体制を確保し、常に緊密な連絡を取るものとする。本

仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は事前に委託者と協議のうえ、委託者の指示に従

うものとする。 

 

５ 秘密の保持 

受託者は、業務の履行上知り得た個人情報等の業務目的以外の使用及び第三者への提供をして

はならない。また、成果品、資料、記録等を他人に閲覧・複写・譲渡してはならない。 

 

６ 成果品に対する責任の範囲 

受託者は、本業務完了後といえども過失等により成果品に不備が発見された場合は、速やかに

成果品の訂正をしなければならない。これに要する経費は受託者の負担とする。 

 

７ 損害賠償等 

受託者は、本業務中に生じた事故に対して一切の責任を負い、事故状況等を速やかに委託者に

報告し、最善の処置を行うものとする。なお、損害賠償が生じた場合は、受託者の責任において

処理するものとする。 

 

 

 



８ 納期 

令和９年３月 31 日までとする。なお、納期前であっても業務のうち完成した成果品については

提出を求める場合がある。 

 

９ 業務内容 

⑴ アンケート調査 

本市における高齢者・要介護者等の福祉・介護サービスに関する意識等を把握するための

アンケート調査を実施すること。なお、業務の実施にあたり、包含する市町村認知症施策推

進計画も考慮の上で実施すること。 

① 実施アンケート 

在宅介護実態調査（国の示す項目に独自項目を追加したもの） 

件数 1,600 件 

② 調査項目及び選択肢は委託者が作成し、受託者は調査票の作成及び技術的助言をする。 

③ 対象者抽出作業は委託者が行い、委託者は受託者に対し対象者を記録した電子媒体を手

渡す。宛名ラベルの作成、調査票の印刷、調査用封筒印刷（発送用・返信用）、封入、発送

は受託者が行う。回収は委託者が行い、調査票回収後に受託者へ送付する。全ての郵送料

は受託者が負担する。 

④ 御礼状（督促状）の宛名ラベルの作成、御礼状の作成・印刷、発送は受託者が行う。郵送

料は受託者が負担する。 

⑤ 受託者は、回収した調査票を、すべて入力し集計すること。また、厚生労働省の「見え

る化システム」等への登録に対応したデータの納品、登録支援を行うこと。 

⑥ 調査結果について様々な角度から分析を行い、調査結果報告書を作成すること。 

 

⑵ 計画書の策定 

① 受託者が実施する在宅介護実態調査のアンケート結果及び委託者が提供する介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査のアンケート結果集計データ（ＪＡＧＥＳ機構の「健康とくらし

の調査」として 3,000 件を対象に実施）を基に、十分な分析を行い、市民のニーズを的確

に把握し本市の課題を抽出・整理し素案を作成すること。 

② 人口の現状と今後の分析を行い、人口の推計をすること。 

 ア 住民基本台帳人口について推計をすること。 

 イ 各年 10月 1日現在の人数とすること。 

 ウ その他の事項については、委託者と受託者で別途協議の上定めるものとする。 

③ ＪＡＧＥＳ機構の「健康とくらしの調査」とも連携し、アンケート結果と施策・事業の

関連について、計画書に明記すること。 

④ 関係法令等に準拠し、四街道市の他計画との整合を図った支援をすること。 

⑤ 上記①から④を踏まえ、適宜専門的助言や資料の取りまとめを行い、計画原案の作成を

支援すること。 

 



⑶ その他 

① 本業務を遂行するにあたり、委託者との打ち合わせ及び協議の時間を十分にとること。 

② その他、本業務を実施するうえで委託者が必要と認める資料を作成すること。 

③ 策定業務に必要な資料収集は、原則として受託者が行う。ただし、委託者が所有する資

料のうち策定業務に必要なものは委託者が受託者に貸与する。 

④ 委託料の支払いは業務完了後、委託者の完了検査後の一括払いとする。 

 

10 成果品 

納入成果品は次のとおりとする。 

また、納品データは修正可能な形式（Ｗｏｒｄなど）を併せて提出すること。 

⑴ アンケート調査 

   ① 調査報告書（速報版） Ａ４版  40 頁程度 データ納品 

② 調査結果報告書    Ａ４版  200 頁程度 データ納品 

調査報告書（速報版）及び調査結果報告書については、在宅介護実態調査分だけでなく、

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分を含めて作成すること。 

⑵ 計画書策定 

① 計画書      Ａ４版  150 頁程度 データ納品 

② 計画書（概要版） Ａ４版  15 頁程度 データ納品 

 

11 納入場所 

納入場所は、四街道市役所福祉サービス部高齢者支援課とする。 

 

12 その他 

⑴ 上記に規定のない事項 

上記に規定のない事項については、委託者と受託者で別途協議の上定めるものとする。 


